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　通知カードの受け取り、マイナンバーカード（個人番号カー
ド）交付・申請のため、受付時間の延長と休日開庁します。
※ 上記以外の業務は行っていませんので、ご了承ください。
※ 受け取り方法など詳しくは広報３月号または町ホーム

ページをご覧ください。

開庁時間に来庁できない人のため

住民保険課戸籍住民相談係☎ 34-2087

情報ホットラインワイド版 町民の皆さんにお知らせしたい情報をドンと
拡大して掲載しています。

均等割額の軽減措置にかかる所得判定基準額が引き上げられます

4
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後
期
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齢
者
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療
制
度
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療
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率
・

限
度
額
は
各
広
域
連
合
で
２
年
ご
と
に
見

直
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
所
得
の
低
い
世

帯
な
ど
に
対
し
て
の
保
険
料
軽
減
措
置
は
、

拡
充
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

7
月
に
平
成
28
年
度
の
保
険
料
を
決
定
し
、

納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

保
険
料
は
、
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

天
引
き
）
ま
た
は
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
で
納
付
）
の
方
法
で
納
め

ま
す
。
年
度
途
中
で
納
め
方
が
変
わ
る
人

も
い
ま
す
の
で
「
納
入
通
知
書
」
に
記
載

し
て
い
る
納
付
方
法
を
必
ず
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
納
付
書
で
納
め
る
場
合
に
は
、

便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
が
お

勧
め
で
す
。
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

後期高齢者医療制度は、
75 歳以上の人と一定
の障がいがあると認定
された 65 歳以上の人
を対象とする制度です。

平成 27年度まで

１人当たり保険料（年額）
＝

均等割額
＋

所得割額

最高 57万円 44,700 円
（総所得金額等－ 33万円）
× 8.57％（所得割率）

平成 28・29 年度

１人当たり保険料（年額）
＝

均等割額
＋

所得割額

最高 57万円 44,800円
（総所得金額等－ 33万円）

× 8.92％（所得割率）

保険料率などの変更内容

軽減割合 同一世帯（被保険者及び世帯主）の総所得金額などの合計額
9 割 33 万円以下かつ世帯の被保険者全員が年金収入 80 万円以下（他に各種所得がない）

8.5 割 33 万円以下

5 割
33 万円＋（26 万円 × 世帯の被保険者数）以下
　　　  　　
33 万円＋（26.5万円 × 世帯の被保険者数）以下

2 割
33 万円＋（47 万円 × 世帯の被保険者数）以下
　　　  　　
33 万円＋（48万円 × 世帯の被保険者数）以下

受付時間の延長と休日開庁
します

※混雑状況により、お時間をいただくことがあります。

受付時間の延長
　4月6日㈬・20日㈬午後7時まで（マイナンバー
カード交付の受付は午後 6 時 30 分まで）
休日開庁
　4 月 10 日㈰・24 日㈰午前 10 時～午後 4 時

 4 月 1 日以降、マイナンバーコールセンター（☎
0120-95-0178）の開設時間が、平日の午前 9
時 30 分から午後 5 時 30 分までとなります。
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☎ 0744-32-2901
町役場の代表電話番号 税など 暮らし・環境 保険・年金 健康・福祉 子育て・教育

まちづくり 催し・講座 就職・募集 選挙 お知らせ

4
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
が
引
き
上
げ
に

な
り
ま
す

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

学
生
納
付
特
例
制
度
を

申
請
す
る
皆
さ
ん
へ

毎
年
申
請
が
必
要
で
す

　

学
生
（
20
歳
以
上
）
で
年
金
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
、
本
人
の
前
年
所
得

が
一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば
申
請
に
よ
り
保

険
料
の
納
付
を
猶
予
す
る
制
度
で
す
。

対
象　

大
学
・
大
学
院
・
短
大
・
高
等
学

校
・
高
等
専
門
学
校
・
専
修
学
校
・
各
種

学
校
な
ど
に
在
籍
す
る
学
生
（
一
部
対
象

と
な
ら
な
い
学
校
も
あ
り
ま
す
）

申
請
期
間　

平
成
28
年
度
分
は
4
月
か
ら

申
請
が
で
き
ま
す
。

※ 

2
年
1
ヵ
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申

請
で
き
ま
す
。

申
請
方
法　

日
本
年
金
機
構
か
ら
学
生
納

付
特
例
申
請
書
（
ハ
ガ
キ
）
が
届
い
た
人

は
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
が
届
か
な
い
人
は
、
年
金
手

帳
・
印
鑑
・
学
生
納
付
特
例
を
希
望
す
る

期
間
が
学
生
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
学
生

証
や
在
学
証
明
書
な
ど
を
持
っ
て
、
桜
井

年
金
事
務
所
ま
た
は
町
住
民
保
険
課
国
保

医
療
・
年
金
係
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
28
年
4
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料

が
引
き
上
げ
に
な
り
ま
す
。

年金保険料を前納するとお得です

※  1 年前納は 4 月末、6 ヵ月前納は 4 月末と 10 月末が納付
期限です。月末が金融機関の休業日の場合は、翌営業日が
納付期限となります。

現金による 1年前納の場合

195,120 円 → 191,660 円 （3,460 円割引）

現金による 6ヵ月前納の場合

97,560 円 → 96,770 円 （790 円割引）
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課
国
保
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年
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0
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対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い

田
原
本
町
臨
時
福
祉
給
付
金
等
給
付
事
業
実
施
本
部
（
健
康
福
祉
課
内
）
☎
33
・
9
0
0
1

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
を

実
施
し
ま
す

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

給
付
金
と
は
？

　

平
成
28
年
前
半
の
個
人
消
費
の
下
支
え

に
も
資
す
る
よ
う
、
低
所
得
の
高
齢
者
な

ど
を
対
象
に
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福

祉
給
付
金
を
実
施
し
ま
す
。

支
給
対
象
者

　

平
成
27
年
1
月
1
日
現
在
、
田
原
本
町

に
住
民
票
が
あ
り
、
平
成
27
年
度
の
住
民

税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
人
で
、
平
成
28

年
度
中
（
平
成
29
年
3
月
31
日
ま
で
）
に

65
歳
以
上
と
な
る
人
が
対
象
で
す
。

　

た
だ
し
、
課
税
さ
れ
て
い
る
人
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
人
、
生
活
保
護
を
受
給
し
て

い
る
人
な
ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

支
給
額

　

1
人
に
つ
き
3
万
円
（
1
回
限
り
）

申
請
受
付
期
間

　

5
月
2
日
㈪
〜
8
月
2
日
㈫

※ 
窓
口
は
込
み
合
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す

の
で
、
郵
送
で
の
申
請
を
お
願
い
し
ま

す
。

受
付
時
間

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

申
請
受
付
窓
口

　

田
原
本
町
臨
時
福
祉
給
付
金
等
給
付
事

業
実
施
本
部
（
健
康
福
祉
課
内
）　

申
請
方
法

　

昭
和
27
年
4
月
1
日
以
前
に
生
ま
れ
た

人
に
町
役
場
か
ら
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
人
は
、
必
要

事
項
を
記
入
・
押
印
の
う
え
、
添
付
書
類

（
本
人
確
認
書
類
、
振
込
口
座
写
し
）
と

合
わ
せ
て
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
ご
返

送
く
だ
さ
い
。 

※ 

平
成
28
年
1
月
1
日
を
基
準
日
と
し
た
、

臨
時
福
祉
給
付
金
、
低
所
得
の
障
害
・

遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向
け
の
年
金
生

活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給

を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
広
報
紙
な

ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

振
り
込
め
詐
欺
や
個
人
情
報
の
詐
取
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

自
宅
や
職
場
な
ど
に
、
町
役
場
や
厚
生

労
働
省
（
の
職
員
）
な
ど
を
か
た
っ
た
電

話
が
か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
が
届
い
た

り
し
た
ら
、
迷
わ
ず
町
役
場
や
警
察
署
、

警
察
相
談
専
用
電
話
（
＃
9
1
1
0
）
な

ど
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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